
■
測
定
場
所
／
岩
瀬
庁
舎
駐
車

場 

地
上
１
ｍ
（
毎
週
測
定
）

■
測
定
結
果
／
い
ず
れ
も
健
康

に
害
の
な
い
数
値
で
す
。

■
シ
ー
ベ
ル
ト（
Sv
）／
人
の
体

が
放
射
線
を
受
け
た
時
の
影
響

を
表
す
単
位

■
問
合
先
／
環
境
対
策
課
（
☎

58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１

代
表
）

※
保
育
所
、幼
稚
園
、小
・
中
学

校
の
測
定
結
果
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

桜川市の放射線量

単位：マイクロシーベルト（μSv）／時間

市長と語ろう！
　「市民の日」

／15
広報

桜川市役所代表電話番号　 ☎ 0296-58-5111・75-3111

20155
№２３２

防災無線の放送内容を電話から
音声で聞き直すことができます。 ☎0296－58－4115

し
ま
す
。

■
補
助
対
象
／
行
政
区
単
位
（
年

１
回
）

■
補
助
金
額
／
１
行
政
区
・
３
万

円
を
限
度
と
し
、
補
助
対
象
経
費

の
１
／
２
以
内

■
申
込
方
法
／
行
政
区
の
区
長
か

ら
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。（
お
申
し
込
み
に

は
、
申
請
書
の
他
に
事
業
計
画
と

収
支
予
算
書
が
必
要
で
す
。）

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
（
岩
瀬
体
育
館
「
ラ
ス
カ
」

☎
０
２
９
６-

75-

６
６
０
０
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

公
共
下
水
道
・
農
業
集
落
排

水
施
設
・
市
設
置
浄
化
槽
の

使
用
料
金
減
免
申
請
は
お
済

で
す
か
？

お
知
ら
せ

温
水
プ
ー
ル
（
サ
ン
パ
ル
） 

清
掃
お
よ
び
プ
ー
ル
床
面
簡

易
修
繕
の
た
め
臨
時
休
館

■
期
間
／
６
月
17
日
（
水
）
～
30

日
（
火
）
の
14
日
間

■
問
合
先
／
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

（
岩
瀬
体
育
館
「
ラ
ス
カ
」
☎

０
２
９
６-

75-

６
６
０
０
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

三
世
代
交
流
事
業
実
施
地
区

に
補
助
金
を
交
付

　

体
力
づ
く
り
を
通
し
て
地
域
住

民
の
親
睦
を
図
り
、
三
世
代
の
交

流
に
よ
り
各
世
代
間
の
理
解
、
融

和
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
事

業
を
行
う
地
区
に
補
助
金
を
交
付

測定日
（天気）

測定時間

9時 12時 15時

4/13（曇→雨）0.050 0.051 0.052

4/20（雨→曇）0.052 0.054 0.051

4/27（晴） 0.052 0.051 0.051

　市民の皆様の声を行政に反映
するために、市長とお話しして
みませんか。話題はなんでも結
構です。
　なお、市長は職務上、急な用
務が入る場合がありますので、
その場合は副市長などが対応す
ることになります。
　お手数でも事前 ( 前日 ) にお問
い合わせください。

■日時／ 5 月 18 日（月）
　 9 時～ 12 時・13 時～ 16 時
■ 場所／市役所　大和庁舎
■ 問合先／秘書広報課（☎ 58-

5111・75-3111 代表）
※ 次 回 ／ 6 月 22 日（ 月 ） は、
市役所岩瀬庁舎で、「市民の日」
を開催します。

　

桜
川
市
公
共
下
水
道
（
井
戸

水
使
用
者
）・
農
業
集
落
排
水
施

設
・
市
設
置
浄
化
槽
の
使
用
料
金

は
、
４
月
１
日
現
在
の
住
民
基
本

台
帳
登
録
人
数
に
よ
り
決
定
し
て

い
ま
す
。

　

住
所
変
更
を
せ
ず
に
、
１
年
以

上
不
在
に
な
る
場
合
な
ど
、
特
別

の
事
情
が
あ
る
方
は
、
申
請
に
よ

り
料
金
を
一
部
減
額
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
以
前
か
ら
減

免
を
受
け
て
い
る
方
で
、
今
年
度

も
継
続
し
て
減
免
を
受
け
る
場
合

に
も
、
毎
年
度
改
め
て
減
免
申
請

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
転
出
・
転
居
・
死
亡
さ

れ
た
場
合
の
申
請
は
不
要
で
す
。

■
減
免
申
請
書
提
出
窓
口
／
下
水

道
課
（
真
壁
庁
舎
）、
総
合
窓
口

課
（
岩
瀬
・
大
和
庁
舎
）

■
そ
の
他

・ 

使
用
料
金
は
、
偶
数
月
の
25
日

に
２
か
月
分
を
ま
と
め
て
の
徴

収
と
な
り
ま
す
。

・ 

年
度
途
中
の
人
数
変
更
は
申
請

の
あ
っ
た
月
の
翌
月
か
ら
と
な

り
ま
す
の
で
忘
れ
ず
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

・ 

使
用
者
名
が
除
籍
さ
れ
た
方
に

な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
水
道
事
業
と
の
連

携
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

水
道
事
業
の
「
使
用
者
変
更
手

続
き
」
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
合
先
／
下
水
道
課
（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
代
表
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

人
権
擁
護
委
員
に
よ
る

  

全
国
一
斉 

特
設
人
権
相
談

■
日
時
・
場
所

・ 

６
月
２
日
（
火
）
10
時
～
15
時

（
岩
瀬
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
）

・ 

６
月
５
日
（
金
）
10
時
～
15
時
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（
13
時
～
15
時
は
弁
護
士
相
談

あ
り
）（
大
和
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
「
シ
ト
ラ
ス
」
２
階
）

■
相
談
内
容
／
相
続
、
登
記
、
家

庭
内
問
題
、
人
権
問
題
、
子
ど
も

（
い
じ
め
・
体
罰
）、女
性（
Ｄ
Ｖ
・
セ

ク
ハ
ラ
）、
近
隣
ト
ラ
ブ
ル
な
ど

■
問
合
先
／
市
民
課
人
権
啓
発
推

進
室
（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
代
表
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

無
料
法
律
相
談

　

財
産
・
相
続
・
借
地
・
金
銭
貸

借
契
約
・
離
婚
問
題
な
ど
、
法
律

に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
弁
護
士

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■
日
時
／
５
月
27
日（
水
）10
時
～

12
時

■
予
約
／
５
月
18
日（
月
）９
時
～

■
会
場
／
岩
瀬
福
祉
セ
ン
タ
ー

■
対
象
／
桜
川
市
在
住
の
方
で
、

先
着
５
名
（
１
人
20
分
程
度
）

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
桜
川
市
社

会
福
祉
協
議
会
岩
瀬
本
所
（
☎

０
２
９
６-

76-

１
３
５
７
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

就
職
・
進
路
の
悩
み
は
、

　

サ
ポ
ス
テ
で
解
決
（
無
料
）

　

昨
年
は
約
１
０
０
名
の
進
路
決

定
を
サ
ポ
ー
ト
！

■
日
時
／
６
月
19
日
（
金
）
14
時

～
16
時
（
事
前
予
約
が
必
要
）

■
場
所
／
大
和
中
央
公
民
館
２
階 

児
童
創
作
室

■
対
象
／
就
職
・
進
路
で
悩
ん
で

い
る
15
歳
～
39
歳
ま
で
の
若
者
ま

た
は
、
そ
の
保
護
者
の
方
な
ど

■
そ
の
他
／
初
心
者
向
け
パ
ソ
コ

ン
講
座
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
い
ば
ら

き
県
西
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
（
☎
０
２
９
６-

54-
６
０
１
２
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

い
ば
ら
き
就
職
支
援
セ
ン

タ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

仕
事
を
お
探
し
の
方
の
た
め

に
、
就
職
相
談
・
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
か
ら
職
業
紹
介
ま
で

一
貫
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
事
業
所
か
ら
の

求
人
申
込
み
（
求
人
情
報
）
を
随

時
お
受
け
し
、
セ
ン
タ
ー
利
用
者

に
提
供
し
て
い
ま
す
。

■
主
な
サ
ー
ビ
ス
内
容
／
職
業
紹

介
お
よ
び
内
職
斡
旋
、
就
職
支
援

セ
ミ
ナ
ー
の
実
施
、
求
人
受
付
な

ど■
開
設
時
間
／
月
～
金
曜
日
９
時

～
16
時
（
祝
日
、
国
民
の
休
日
、

年
末
年
始
を
除
く
。）

■
問
合
先
／
い
ば
ら
き
就
職
支
援

セ
ン
タ
ー
県
西
地
区
セ
ン
タ
ー

（
筑
西
市
二
木
成
６
１
５ 

☎

０
２
９
６-

22-

０
１
６
３
）

健
康
福
祉

戦
没
者
等
の
遺
族
の
皆
様
に

第
十
回
特
別
弔
慰
金
を
支
給

■
対
象
／
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時

の
ご
遺
族
で
、
平
成
27
年
４
月
１

日
（
基
準
日
）
に
お
い
て
、「
恩

給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」や「
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

よ
る
遺
族
年
金
」
等
を
受
け
る
方

（
戦
没
者
の
妻
や
父
母
等
）
が
い

な
い
場
合
に
、
次
の
順
番
に
よ
る

先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
支
給

し
ま
す
。

１　

平
成
27
年
４
月
１
日
ま
で
に

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法

に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得

し
た
方

２　

戦
没
者
等
の
子

３　

戦
没
者
等
の 

①
父
母 

②
孫 

③
祖
父
母 
④
兄
弟
姉
妹
（
戦
没

者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計
関
係
を

有
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
要
件
を

満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ

り
、
順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。）

４　

１
か
ら
３
以
外
の
戦
没
者
の

三
親
等
内
の
親
族
（
甥
、
姪
等
）

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
の
生
計
関
係
を
有

し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
。

５　

桜
川
市
に
住
所
が
あ
る
方

■
支
給
内
容
／
額
面
25
万
円
、
５

年
償
還
の
記
名
国
債

■
請
求
期
限
／
平
成
30
年
４
月
２

日
（
月
）

■
請
求
窓
口
／
社
会
福
祉
課
（
岩

瀬
庁
舎
）、
総
合
窓
口
課
（
大
和
・

真
壁
庁
舎
）

■
問
合
先
／
社
会
福
祉
課
（
☎

０
２
９
６-

75-

３
１
２
６
直
通
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出

　

６
月
分
以
降
の
児
童
手
当
を
継

続
受
給
す
る
た
め
に
は
、「
児
童

手
当
現
況
届
」
の
提
出
が
必
要
で

す
。
提
出
が
遅
れ
る
と
、
児
童
手

当
の
支
給
が
で
き
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。（
現
況
届
の
用
紙

は
６
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。）

■
申
請
手
続
き

◆
桜
川
市
で
児
童
手
当
を
受
給
さ

れ
て
い
た
方
／
引
き
続
き
児
童
手

当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
現
況
届

の
提
出
が
必
要
で
す
。

◆
平
成
27
年
５
月
以
降
に
、
転
入

さ
れ
た
方
や
第
一
子
の
お
子
さ
ん

が
生
ま
れ
た
方
／
児
童
手
当
の
認

定
請
求
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
、
転
出
日
・
出
生
日
の
翌
日
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
15
日
以
内
に
必
ず
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
所
得
制
限
／
平
成
27
年
度
所
得

申
告（
平
成
26
年
中
の
所
得
）に
基

づ
き
、所
得
の
確
認
を
行
い
ま
す
。

◆
扶
養
親
族
等
の
数
と
所
得
制

限
限
度
額
／
０
人
（
６
２
２
万

円
）、
１
人
（
６
６
０
万
円
）、
２

人
（
６
９
８
万
円
）、
以
下
、
扶

養
親
族
等
の
数
が
１
人
増
え
る
ご

と
に
38
万
円
を
加
算
。
※
配
偶

者
・
同
居
家
族
の
所
得
は
合
算
し

ま
せ
ん
。

■
児
童
１
人
あ
た
り
手
当
月
額
／

３
歳
未
満
（
１
万
５
千
円
）、
３

歳
～
小
学
校
修
了
ま
で
の
第
１

子
・
第
２
子
（
１
万
円
）、
第
３

子
以
降
（
１
万
５
千
円
）、
中
学

校
修
了
ま
で
（
１
万
円
）、
所
得

制
限
世
帯
は
、
年
齢
に
関
わ
ら
ず

一
律
（
５
千
円
）

■
提
出
期
限
／
７
月
21
日
（
火
）

■
提
出
先
／
児
童
福
祉
課
（
岩
瀬

庁
舎
）、
総
合
窓
口
課
（
大
和
・

真
壁
庁
舎
）

■
問
合
先
／
児
童
福
祉
課
（
☎

０
２
９
６-

75-

３
１
５
６
直
通
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
の
支
給

　

昨
年
度
に
引
続
き
、
消
費
税
の

引
き
上
げ
に
伴
い
、
子
育
て
世
帯

の
家
計
へ
の
負
担
を
減
ら
し
、
消

費
の
下
支
え
を
図
る
た
め
に
、
臨
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時
的
な
給
付
措
置
と
し
て
「
子
育

て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
を
支

給
し
ま
す
。

■
支
給
対
象
者
／
平
成
27
年
６
月

分
の
児
童
手
当
の
受
給
者
（
特
例

給
付
を
除
く
）
お
よ
び
、
児
童
手

当
の
認
定
請
求
を
失
念
す
る
な
ど

し
て
、
平
成
27
年
６
月
分
の
児
童

手
当
を
受
給
し
て
い
な
い
が
、
手

当
の
要
件
を
満
た
す
方

■
対
象
児
童
／
支
給
対
象
者
の
平

成
27
年
６
月
分
の
児
童
手
当
（
特

例
給
付
を
除
く
）
の
対
象
と
な
る

児
童

■
給
付
額
／
対
象
児
童
１
人
に
つ

き
３
千
円
、
１
回
限
り
の
支
給

■
公
務
員
の
方
／
基
準
日
（
平
成

27
年
５
月
31
日
）
時
点
で
住
民
票

が
桜
川
市
に
あ
る
方
が
対
象
。
勤

務
先
か
ら
案
内
が
あ
り
ま
す
。

■
申
請
手
続
／
児
童
手
当
現
況
届

の
な
か
に
「
子
育
て
世
帯
臨
時
特

例
給
付
金
申
請
書（
請
求
書
）」
の

項
目
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
要
事

項
を
記
入
し
、
児
童
福
祉
課
（
岩

瀬
庁
舎
）、総
合
窓
口
課（
大
和
・
真

壁
庁
舎
）に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
期
間
／
６
月
22
日
（
月
）

～
９
月
24
日
（
木
）
※
た
だ
し
、

児
童
手
当
の
現
況
届
の
提
出
期
限

は
７
月
21
日
（
火
）

■
受
取
方
法
／
児
童
手
当
の
振
込

口
座
に
入
金
し
ま
す
。

■
問
合
先
／
児
童
福
祉
課
（
☎

０
２
９
６-

75-

３
１
５
６
直
通
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

教
育
・
保
育
施
設
利
用
者
負

担
金
軽
減
化
事
業
開
始

　

市
で
は
保
護
者
の
経
済
的
負
担

を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
幼

稚
園
や
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園

な
ど
を
き
ょ
う
だ
い
で
利
用
す
る

場
合
、
左
記
対
象
者
の
利
用
者
負

担
金
を
補
助
し
ま
す
。

■
対
象
者
／
◎
保
護
者
、
児
童
等

が
桜
川
市
に
居
住
し
、
住
民
基
本

台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
世
帯
◎

18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
の
児
童
が
２
人
以

上
い
る
世
帯
◎
申
請
時
の
前
年
度

に
お
い
て
市
民
税
、固
定
資
産
税
、

軽
自
動
車
税
、国
民
健
康
保
険
税
、

学
童
ク
ラ
ブ
保
護
者
負
担
金
、
教

育
・
保
育
施
設
利
用
者
負
担
金
お

よ
び
学
校
給
食
費
に
滞
納
の
な
い

世
帯

■
補
助
額
／
◎
第
２
子
は
利
用
者

負
担
金
決
定
額
の
半
額
◎
第
３
子

以
降
は
利
用
者
負
担
金
決
定
額
の

全
額
※
国
の
制
度
で
適
用
に
な
っ

て
い
る
場
合
は
対
象
外
に
な
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。

■
支
払
月
／
９
月
（
４
月
～
８
月

分
）、
１
月
（
９
月
～
12
月
分
）、

４
月
（
１
月
～
３
月
分
）

■
申
請
に
必
要
な
物
／
◎
桜
川
市

教
育
・
保
育
施
設
利
用
者
負
担
金

軽
減
化
補
助
申
請
書
◎
申
請
者
名

義
の
通
帳
の
写
し

■
申
請
期
限
／
５
月
29
日
（
金
）

（
※
４
月
か
ら
教
育
・
保
育
施
設

を
利
用
し
て
い
る
方
の
期
限
）

■
提
出
先
／
児
童
福
祉
課
（
岩
瀬

庁
舎
）、
総
合
窓
口
課
（
大
和
・

真
壁
庁
舎
）

■
問
合
先
／
児
童
福
祉
課
（
☎

０
２
９
６-

75-

３
１
５
６
直
通
）

税

平
成
27
年
度
市
・
県
民
税
所
得

課
税
証
明
書
の
交
付
開
始
日

　

今
年
度
か
ら
市
県
民
税
の
納
税

方
法
に
よ
っ
て
、
所
得
課
税
証
明

書
の
交
付
開
始
日
が
異
な
り
ま

す
。

◆
５
月
15
日
（
金
）
交
付
開
始
／

①
市
県
民
税
が
全
額
給
与
か
ら
天

引
き
（
特
別
徴
収
）
の
方

◆
６
月
15
日
（
月
）
交
付
開
始
／

②
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
付

（
普
通
徴
収
）の
方
、
③
年
金
か
ら

天
引
き
の
方
、
④
非
課
税
の
方

　

世
帯
の
所
得
課
税
証
明
書
等

は
、
世
帯
全
員
が
①
に
該
当
す
る

場
合
の
み
５
月
15
日
（
金
）
か
ら

交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
問
合
先
／
税
務
課
（
☎

０
２
９
６-

58-

５
６
０
２
直
通
）

募
集

子
育
て
ク
ラ
ブ
指
導
員
募
集

■
募
集
人
員
／
５
名

■
勤
務
内
容
／
子
ど
も
の
保
育
・

指
導

■
勤
務
場
所
／
桜
川
市
子
育
て
ク

ラ
ブ

■
勤
務
時
間
／
平
日
（
放
課
後
～

18
時
）、
土
曜
日
、
夏
休
な
ど
（
８

時
～
18
時
）

■
休
日
／
日
曜
日
、
祝
日
、
８
月

13
日
～
16
日
、
12
月
29
日
～
平
成

28
年
１
日
３
日

■
報
酬
／
時
給
８
５
０
円

■
募
集
要
件
／
保
育
士
ま
た
は
教

諭
（
幼
・
小
・
中
・
高
の
い
ず
れ

か
）
の
資
格
を
有
す
る
方
、
ま
た

は
子
育
て
経
験
の
あ
る
健
康
な
方

■
任
用
期
間
／
７
月
１
日
～
平
成

28
年
３
月
31
日

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
（
写
真
添

付
）
を
持
参
ま
た
は
郵
送

■
申
込
期
限
／
６
月
５
日
（
金
）

必
着

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
児
童
福
祉

課
（
〒
３
０
９-

１
２
９
２ 

桜

川
市
岩
瀬
64-

２ 

☎
０
２
９
６-

75-

３
１
５
６
直
通
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

桜
川
市
観
光
協
会
臨
時
職
員

募
集

■
職
種
／
臨
時
職
員

■
募
集
人
員
／
２
名

■
任
用
期
間
／
６
月
15
日
～
平
成

28
年
３
月
31
日

■
勤
務
場
所
／
真
壁
庁
舎
内 

桜

川
市
観
光
協
会

■
業
務
内
容
／
一
般
事
務
、
バ
ス

ツ
ア
ー
の
企
画
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
よ
る
観
光
宣
伝
な
ど

■
勤
務
時
間
／
８
時
30
分
～
17
時

15
分

■
休
日
／
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝

日
（
振
替
勤
務
あ
り
）

■
賃
金
／
日
給
６，
６
０
０
円

■
募
集
要
件
／
①
桜
川
市
の
観
光

に
興
味
が
あ
る
こ
と
②
普
通
自
動

車
免
許
１
種
を
有
す
る
こ
と
③
パ

ソ
コ
ン
が
使
え
る
こ
と
（
ワ
ー

ド
・
エ
ク
セ
ル
な
ど
）

■
保
険
／
社
会
保
険
・
厚
生
年

金
・
雇
用
保
険
な
ど
の
加
入
あ
り

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
（
写
真
添

付
）
を
持
参
ま
た
は
郵
送

■
申
込
期
限
／
６
月
５
日
（
金
）

必
着

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
商
工
観

光
課
（
〒
３
０
０-

４
４
９
５ 

桜
川
市
真
壁
町
飯
塚
９
１
１ 

☎

０
２
９
６-

55-

１
１
５
９
直
通
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●
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桜
川
市
総
合
運
動
公
園 

一
般

職
非
常
勤
職
員
募
集

■
勤
務
内
容
／
温
水
プ
ー
ル
管

理
、
ボ
イ
ラ
ー
、
事
務
、
清
掃

■
募
集
人
員
／
２
名

■
任
用
期
間
／
７
日
１
日
～
平
成

28
年
３
月
31
日

■
勤
務
場
所
／
桜
川
市
温
水
プ
ー

ル
「
サ
ン
パ
ル
」

■
通
勤
手
当
／
１
日
１
０
０
円

（
片
道
２
㎞
以
上
の
場
合
）

■
勤
務
時
間
／
平
日
：
８
時
30
分

～
17
時
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
勤

務
、
夜
間
：
17
時
～
21
時
30
分
の

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
勤
務
（
冬
時
間

は
21
時
ま
で
）

　

※
勤
務
日
お
よ
び
休
日
は
ロ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
不
規
則

■
報
酬
／
時
給
８
０
０
円
（
昼

間
）、
１，
０
０
０
円
（
夜
間
）

■
勤
務
条
件
／
健
康
に
自
信
の
あ

る
方
、
水
泳
の
で
き
る
方

■
申
込
方
法
／
履
歴
書
（
写
真
添

付
）
を
持
参
ま
た
は
郵
送

■
申
込
期
限
／
６
月
５
日
（
金
）

必
着

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
（
〒
３
０
９-

１
２
１
１  

桜
川
市
岩
瀬
２
６
８
５-

14 

☎

０
２
９
６-

75-

６
６
０
０
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

市
制
施
行
10
周
年
記
念 

桜
川

市
民
祭 

市
民
ふ
れ
あ
い
バ

ザ
ー 

出
店
者
募
集

　

今
年
度
の
桜
川
市
民
祭
は
、
市

制
施
行
10
周
年
を
記
念
し
て
、「
市

民
祭
in
い
わ
せ
」
と
「
市
民
祭
in

ま
か
べ
」を
合
同
で
開
催
し
ま
す
。

■
日
程
／
９
月
27
日
（
日
）
９
時

～
15
時
※
雨
天
決
行

■
場
所
／
市
民
祭
会
場
（
桜
川
市

役
所
大
和
庁
舎
周
辺
）

■
内
容
／
生
活
日
用
品
の
販
売

■
出
店
資
格
／
５
月
１
日
現
在
、

桜
川
市
に
在
住
の
18
歳
以
上
の
方

■
販
売
品
／
生
活
日
用
品
に
限
る

（
使
用
可
能
な
も
の
）
例
：
衣
類
、

タ
オ
ル
、
電
化
製
品
、
洗
剤
な
ど

■
出
店
料
／
無
料

■
募
集
数
／
10
区
画
（
応
募
者
多

数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。）

■
申
込
期
限
／
６
月
15
日
（
月
）

■
申
込
方
法
／
「
出
店
要
項
お
よ

び
出
店
申
込
書
」
は
商
工
観
光
課

（
真
壁
庁
舎
）、
総
合
窓
口
課
（
岩

瀬
・
大
和
庁
舎
）
に
用
意
し
て
あ

り
ま
す
の
で
、
注
意
事
項
を
ご
確

認
の
上
、お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
問
合
先
／
商
工
観
光
課
（
☎

０
２
９
６-

55-

１
１
５
９
直
通
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

第
10
回
市
民
文
化
祭 

音
楽
祭

参
加
者
募
集

■
日
程
・
会
場
／
10
月
18
日
（
日
）

真
壁
伝
承
館 

ま
か
べ
ホ
ー
ル

■
応
募
資
格
／
①
桜
川
市
近
隣
に

在
住
、
在
勤
、
通
学
の
方 

②
保

育
園
、
幼
稚
園
、
小
中
高
生
、
大

学
生
、
一
般

■
参
加
費
／
１，
０
０
０
円
（
出

演
に
係
る
費
用
は
自
己
負
担
）

■
出
演
条
件
／
①
演
奏
時
間
は
ス

テ
ー
ジ
出
入
り
込
で
15
分 

②
会

場
ま
で
の
送
迎
は
各
自
で
行
う
こ

と 

③
参
加
者
は
音
楽
祭
実
行
委

員
会
全
体
会
議
に
必
ず
出
席
す
る

こ
と 

④
準
備
・
運
営
・
片
付
け
な

ど
の
役
割
分
担
に
参
加
す
る
こ
と

■
申
込
期
限
／
６
月
15
日
（
月
）

■
応
募
方
法
／
応
募
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
お
近
く
の
公

民
館
窓
口
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
）。
用
紙
は
公
民

館
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

■
問
合
先
／
音
楽
祭
実
行
委
員

会
事
務
局 

富と
み

岡お
か

（
☎
０
２
９
６

-

70-

４
１
５
６
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

桜
川
市
ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
大
会
参
加
者
募
集

■
日
時
／
７
月
５
日
（
日
）、
受

付
８
時
30
分
～

■
会
場
／
岩
瀬
体
育
館「
ラ
ス
カ
」

■
チ
ー
ム
編
成
／
①
フ
リ
ー
の
部

…
年
齢
制
限
な
し
。
コ
ー
ト
内
競

技
者
が
男
女
各
２
名
ま
た
は
男
性

１
名
女
性
３
名 

②
シ
ル
バ
ー
の

部
…
コ
ー
ト
内
競
技
者
男
女
各
２

名
の
年
齢
合
計
が
２
０
０
歳
以
上

で
あ
る
こ
と
。（
男
性
１
名
女
性

３
名
で
も
可
） 

③
レ
デ
ィ
ー
ス
の

部
…
年
齢
制
限
な
し
。
コ
ー
ト
内

競
技
者
が
女
性
４
名

■
参
加
費
／
１
チ
ー
ム 

２，

０
０
０
円

■
申
込
先
／
岩
瀬
体
育
館
「
ラ
ス

カ
」
に
申
込
用
紙
が
置
い
て
あ
り

ま
す
。

■
申
込
期
限
／
６
月
19
日
（
金
）

■
問
合
先
／
桜
川
市
ソ
フ
ト
バ

レ
ー
ボ
ー
ル
連
盟 

秋あ
き

田た

（
☎

０
８
０-

５
０
１
９-

５
６
４
９
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

奥
日
光
ハ
イ
キ
ン
グ
参
加
者
募
集

　

小
田
代
ケ
原
ク
リ
ン
草
の
群
生

地
千
手
ケ
浜
に
ハ
イ
キ
ン
グ
に
参

加
さ
れ
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

■
期
日
／
６
月
21
日
（
日
）

■
参
加
費
用
／
会
員
３，
０
０
０

円
、
非
会
員
４，
０
０
０
円
、
小

学
生
１，
０
０
０
円

■
募
集
人
員
／
50
名
（
先
着
順
）

■
申
込
期
限
／
６
月
17
日
（
水
）

■
申
込
先
／
岩
瀬
体
育
館
（
☎

０
２
９
６-

75-

６
６
０
０
）、

大
和
中
央
公
民
館
（
☎
０
２
９
６

-

58-

７
１
１
７
）、
真
壁
体
育
館

（
☎
０
２
９
６-

54-

０
７
５
３
）

■
問
合
先
／
桜
川
ス
マ
イ
ル

ク
ラ
ブ
事
務
局
（
☎
０
９
０-

６
７
９
３-

２
０
１
６
）

●　
　

●　
　

●　
　

●　
　

●

講
座
生
募
集

フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
１

Ｄ
Ａ
Ｙ
レ
ッ
ス
ン
『
グ
リ
ー
ン

の
植
物
を
生
け
よ
う
』

■
講
師
／
安あ

ん

藤ど
う

和か
ず

代よ

氏
（
日
本
フ

ラ
ワ
ー
デ
ザ
イ
ナ
ー
協
会
Ｎ
Ｆ
Ｄ

認
定
講
師
）

■
日
時
／
６
月
20
日
（
土
）
９
時

～
12
時

■
定
員
／
20
名
（
先
着
順
）

■
持
参
す
る
も
の
／
レ
ジ
ャ
ー

シ
ー
ト
、
ハ
サ
ミ
、
ゴ
ミ
袋
、
新

聞
紙
（
各
１
枚
ず
つ
）、
器
（
お

持
ち
の
方
）

■
受
講
料
／
４，
０
０
０
円
（
材

料
費
込
）

■
申
込
期
間
／
５
月
14
日
（
木
）

～
６
月
10
日
（
水
）

■
そ
の
他
講
座
／
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

管
理
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
講
座

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
筑
西
地
域

職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
（
桜
川
市

下
泉
６
２
５-

１ 

☎
０
２
９
６

-

75-

１
２
５
４
）
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利用者負担の上限（1か月）
平成27年7月までの所得での段階区分

利用者負担段階区分 上限額（世帯）

○ 一般 37,200 円

○住民税非課税 24,600 円

・ 合計所得金額および課税年金収
入金額の合計が 80 万円以下の方 15,000 円（個人）

・ 老齢福祉年金の受給者

○生活保護の受給者 15,000 円（個人）

○ 利用者負担を 15,000 円に減額す
ることで、生活保護の受給者とな
らない場合

15,000 円

平成27年8月からの所得での段階区分（表1）

利用者負担段階区分 上限額（世帯）

◎ 現役並み所得者 44,400 円 新設

○一般 37,200 円

○住民税非課税 24,600 円

・ 合計所得金額および課税年金収
入金額の合計が 80 万円以下の方 15,000 円（個人）

・ 老齢福祉年金の受給者

○生活保護の受給者 15,000 円（個人）

○ 利用者負担を 15,000 円に減額す
ることで、生活保護の受給者とな
らない場合

15,000 円

「高額医療・高額介護合算制度」の
限度額（70歳未満の方）（表2）

所　得
基礎控除後の 
総所得金額等

改正前 改正後
平成26年8月～
 平成27年7月 平成27年8月～

901万円超 176万円 212万円

600万円超
 901万円以下 135万円 141万円

210万円超
 600万円以下 67万円 67万円

210万円以下 63万円 60万円

住民税
非課税世帯 34万円 34万円

一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
は
利
用
者
負
担

が
２
割
に
な
り
ま
す

　

一
定
以
上
の
所
得
（
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

１
６
０
万
円
以
上
で
、
同
一
世
帯
の
第
１
号
被
保
険

者
（
65
歳
以
上
の
方
）
の
「
年
金
収
入
＋
そ
の
他
の

合
計
所
得
金
額
」
が
単
身
世
帯
で
２
８
０
万
円
以

上
、
２
人
以
上
世
帯
で
３
４
６
万
円
以
上
）
が
あ
る

方
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と
き
は
、
利
用
者

負
担
が
１
割
か
ら
２
割
に
な
り
ま
す
。

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
一
部
の
上
限
額
が

変
わ
り
ま
す
（
表
1
参
照
）

　

同
じ
月
に
利
用
し
た
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
が

一
定
額
を
超
え
た
と
き
に
支
給
さ
れ
る
「
高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
」
の
利
用
者
負
担
段
階
区
分
に
「
現
役

並
み
所
得
者
（
同
一
世
帯
内
に
課
税
所
得
１
４
５
万

円
以
上
の
人
が
い
て
、
年
収
が
単
身
３
８
３
万
円
以

上
、
夫
婦
５
２
０
万
円
以
上
）」
を
新
設
し
、
上
限

額
を
設
定
し
ま
す
。

低
所
得
の
施
設
利
用
者
の
食
費
・
居
住
費
の

適
用
要
件
が
変
わ
り
ま
す

　

低
所
得
の
施
設
利
用
者
の
う
ち
、
配
偶
者
が
市
民

税
課
税
者
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
預
貯
金
等
が
一
定

額
（
単
身
１，
０
０
０
万
円
、
夫
婦
２，
０
０
０
万
円
）

を
超
え
る
場
合
は
、
食
費
・
居
住
費
の
補
助
は
あ
り

ま
せ
ん
。高

額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
の
限
度
額

が
変
わ
り
ま
す
（
表
2
参
照
）

　

年
間
の
高
額
サ
ー
ビ
ス
費
と
医
療
費
の
自
己
負
担

（
そ
れ
ぞ
れ
サ
ー
ビ
ス
の
限
度
額
適
用
後
の
自
己
負

担
）
が
一
定
の
限
度
額
を
超
え
た
と
き
に
、
超
え
た

分
が
支
給
さ
れ
る
「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制

度
」
の
限
度
額
が
、
平
成
27
年
８
月
の
計
算
期
間
か

ら
変
更
さ
れ
ま
す
（
70
歳
未
満
の
方
の
み
変
更
さ
れ

ま
す
）。

■
問
合
先
／
介
護
保
険
課
（
☎
０
２
９
６-

75-

３
１
５
８
直
通
）

日

時　

間

内　
　

容

12
日
（
金
）
10
時
30
分
～

わ
く
わ
く
企
画
・
園
バ
ス
に
乗
ろ
う
！
（
要
予
約
）

19
日
（
金
）
10
時
30
分
～

真
壁
図
書
館
に
行
こ
う
（
要
予
約
・
現
地
集
合
）

24
日
（
水
）
10
時
30
分
～

誕
生
会
と
身
長
体
重
測
定

毎
週
（
火
）
９
時
30
分
～

出
張
ひ
ろ
ば
「
大
和
っ
子
」

毎
週
（
木
）
11
時
～

英
語
で
あ
そ
ぼ
う 

対
象
２
歳
児
（
要
予
約
）

毎
週
（
木
）
13
時
～

育
児
相
談
（
要
予
約
）

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
真
壁
保
育
園
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー（
真
壁
町
古
城
45
）（
☎

０
２
９
６-

55-

０
２
９
５
、
開
所
日
・・・
月
～
金
）

※
イ
ベ
ン
ト
開
催
日
以
外
は
、
年
齢
ご
と
に
企
画
遊
び
、
親
子
の
交
流
、
子
育
て

相
談
を
行
い
ま
す
。（
９
時
30
分
～
12
時
・
13
時
～
15
時
30
分
）

真
壁
保
育
園 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー　

6
月
の
予
定

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー　

6
月
の
予
定

■
問
合
せ
・
申
込
先
／
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
岩
瀬（
岩
瀬
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）（
☎

０
２
９
６-

75-

６
１
４
４
、
開
所
日
・・・
月
～
金
）、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
真
壁

（
真
壁
福
祉
セ
ン
タ
ー
隣
）（
☎
０
２
９
６-

55-

５
１
３
１
、開
所
日
・・・
月
・
水
・
金
）

※
当
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
毎
月
の
予
定
が
掲
載
さ
れ
て
ま
す
。

施
設

日

時　
　

間

内　
　
　
　
　
　
　
　

容

岩
瀬

2
日
（
火
）
9
時
30
分
～
０
歳
児
の
自
由
遊
び
＆
お
し
ゃ
べ
り
会
（
自
由
参
加
）

4
日
（
木
）
10
時
～
11
時
歯
科
講
話
（
要
予
約
・
定
員
あ
り
）

9
日
（
火
）
10
時
～
11
時
手
足
型
プ
レ
ー
ト
作
り
（
要
予
約
・
定
員
あ
り
）

11
日
（
木
）
10
時
～
11
時
出
張
子
育
て
「
手
作
り
お
や
つ
」（
要
予
約
・
定
員

あ
り
）

16
日
（
木
）
10
時
～
11
時
マ
マ
の
講
座
「
メ
ー
キ
ャ
ッ
プ
」（
要
予
約
・
定
員

あ
り
）

18
日
（
木
）
13
時
～

０
歳
児
の
自
由
遊
び
（
自
由
参
加
）

す
っ
き
り
相
談
（
要
予
約
※
個
別
）　　

19
日
（
木
）
10
時
～
11
時
身
体
測
定
（
自
由
参
加
）

11
時
頃
～

６
月
生
ま
れ
の
お
誕
生
会
（
自
由
参
加
）

23
日
（
金
）

10
時
～

企
画
遊
び
「
て
る
て
る
ボ
ー
ズ
で
遊
び
ま
し
ょ
」（
要

予
約
・
定
員
あ
り
）

13
時
～

赤
ち
ゃ
ん
の
タ
ッ
チ
ケ
ア
（
要
予
約
・
定
員
あ
り
）

14
時
～

助
産
師
さ
ん
教
え
て
？
（
要
予
約
※
個
別
・
定
員
あ

り
）

真
壁

3
日
（
水
）
13
時
～

ミ
ニ
講
座
①　

マ
マ
の
リ
メ
イ
ク
講
座
（
要
予
約
・

定
員
あ
り
）

12
日
（
金
）
10
時
～

ミ
ニ
講
座
②　

七
夕
か
ざ
り
を
作
ろ
う
（
要
予
約
・

定
員
あ
り
）

22
日
（
月
）
10
時
～

ミ
ニ
講
座
③　

歯
み
が
き
の
あ
れ
こ
れ
講
座
（
要
予

約
・
定
員
あ
り
）

24
日
（
金
）
13
時
～

０
歳
児
の
お
部
屋
（
自
由
参
加
）

介
護
保
険
制
度
の
改
正
（
平
成
27
年
８
月
～
）

1

34

2



環境にやさしい大豆インキを使用しています。

古紙配合率100％再生紙を使用しています

この広報紙は､環境保護のために古紙配合率100％の
再生紙と植物性大豆油インキを使用しています。

この広報紙は ､ 環境保護のために 
古紙配合率100％の再生紙と植物性 
大豆油インキを使用しています

　

月
の
市
営
水
道

  

漏
水
修
理
当
番
表

■
問
合
先
／
水
道
課（
☎
０
２
９
６-

55-

３
１
１
２
直
通
、
58-

５
１
１
１･

75-

３
１
１
１
代
表
）

※
給
水
装
置
の
新
設
・
増
設
・
改
造
の
工
事
は
、
市
指
定
工
事
業
者
に
お

願
い
し
て
く
だ
さ
い
。

 
■
内
容
／
紙
し
ば
い
・
絵
本
を
中
心
に
し
た
読
み
聞
か
せ
で
す
。

6

広
報
さ
く
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が
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「
お
し
ら
せ
版
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N
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秘
書

広
報

課

岩瀬中央公民館 大和中央公民館 真壁伝承館

おはなしの小箱 おはなしの広場 おはなしぶんこ

朗読の会：虹 大和ひばりの会 読み聞かせの会：たんぽぽ

5月 23日（土）
14時～ 15時

5月 23日（土）
14時～ 15時 30分

5月 23（土）
14時～ 14時 30分

紙芝居： おひゃくしょうさんとだんご
はなしのかばちゃん

絵　本： えがおがいいね 
11ぴきのねこ どろんこ

ちゃぐりんタイム： 
　　　　うたってあそぼう!!

紙芝居：おとうふさんのおみまい

絵　本： しらゆき姫 
ちびくろさんぼ 
パンダがナンダ 
こねこのははのひ

その他：おりがみであそぼう

絵　本： このゆびとまれ 
ちょうちょうひらひら 
いじめっこ 
わんわん わんわん

その他：てあそび

会場：3階　研修室 会場／１階　和室 会場／真壁図書館（真壁伝承館内）

問合先／岩瀬中央公民館
☎ 0296 − 75− 0344

問合先／大和中央公民館
☎ 0296 − 58− 7117

問合先／真壁伝承館 真壁図書館
☎ 0296− 23− 8525

幼児については，保護者同伴，お子様の送迎は必ずご家族の方にお願いします。

月 ･日 ･曜 岩瀬地区工事店 真壁地区工事店 大和地区工事店

6月 6日（土） ㈲ 藤田菅工
 ☎ 0296-75-0324

㈲ たばやし
 ☎ 0296-54-0435

増渕商店
 ☎ 0296-58-6294

7 日（日） ㈱ 信山電機
 ☎ 0296-75-3427

13 日（土） ㈱ マルニ工業
 ☎ 0296-75-1848

郡司設備
 ☎ 0296-55-2465

㈲ 猪野設備
 ☎ 0296-58-5461

14 日（日） 伊藤設備工事
 ☎ 0296-76-0421

20 日（土） ㈱ 岩瀬双葉
 ☎ 0296-76-1561

つかはら設備工業
 ☎ 0296-55-4907

成田井戸工業
 ☎ 0296-58-5102

21 日（日） ㈲ 奥村工業
 ☎ 0296-75-2449

27 日（土） ㈱ 信山電機
 ☎ 0296-75-3427

㈲ マカベ設備
 ☎ 0296-55-1026

㈲ 深谷設備
 ☎ 0296-58-5697

28 日（日） 渡辺工業 ㈱
 ☎ 0296-75-5421

秘
書
広
報
課

　

本
課
の
主
な
仕
事
は
、
市
長

と
副
市
長
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
管

理
な
ど
を
行
う
秘
書
業
務
、
広

報
紙
作
成
な
ど
の
広
報
業
務
、

「
市
長
と
語
ろ
う
市
民
の
日
」

な
ど
の
広
聴
業
務
で
す
。

　

平
成
27
年
度
は
、
10
月
１
日

に
市
政
施
行
10
周
年
を
迎
え
る

に
あ
た
り
、
記
念
ロ
ゴ
マ
ー
ク

を
作
成
し
て
Ｐ
Ｒ
す
る
と
と
も

に
、
９
月
27
日
（
日
）
に
開
催

を
予
定
し
て
い
る
10
周
年
記
念

式
典
の
準
備
を
進
め
て
い
ま

す
。

■
問
合
先
／
秘
書
広
報
課

（
☎
58-

５
１
１
１
・
75-

３
１
１
１
代
表
）

市
役
所
紹
介 

№
２

秘
書
広
報
課
の
職
員


